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経営改善サポート保証（コロナ対応）の制度概要
 経営改善サポート保証制度は、経営サポート会議※や中⼩企業活性化協議会等の⽀援により作
成した経営改善・再⽣計画に基づき、中⼩企業が経営改善・事業再⽣を実⾏するために必要な
資⾦を、保証付融資で⽀援し、経営改善・事業再⽣の取組を後押しする制度。

 今後、コロナ禍で債務を抱え、特に経営状況の苦しい企業の利⽤ニーズの増加が想定されることを
踏まえ、認定経営⾰新等⽀援機関が経営改善計画策定⽀援事業によって策定を⽀援した事業
再⽣計画においても、全債権者の合意を得たものであれば、対象とする。

※経営サポート会議︓⾦融機関等の関係者により個々の事業者を⽀援する信⽤保証協会等を事務局とした⽀援の枠組み

計画策定段階
中⼩企業・
⼩規模事業者

認定経営⾰新等⽀援機関、経営サポート会議、
中⼩企業活性化協議会等

中⼩企業・
⼩規模事業者 ⾦融機関

①相談

②計画策定⽀援 ④債権者間調整

③⾦融⽀援の検討

経営改善・
再⽣計画

計画実⾏段階
中⼩企業・⼩規模事業者

⾦融機関 信⽤保証協会

⑦融資・
経営⽀援

⑧経営改善サポー
ト保証（コロナ対
応）制度

⑤合意成⽴

⑥計画実⾏

⑩報告（年１回）

⑨報告
（四半期毎）

○保証限度額 ２億８，０００万円（⼀般の普通・無担保保証とは別枠）
○保証割合 責任共有保証（80％保証）。ただし100％保証およびコロナ禍のセーフティネット保証５号からの借換については100%保証。
○保証料率 0.2%（国による補助前︓原則0.8％または1.0％）
〇⾦利 ⾦融機関所定
○保証期間 15年以内
〇据置期間 5年以内（従前︓１年以内）

⾦融機関


